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国内企業への影響（4/9時点）
全国約1,000カ所に相談窓口を設置し、事業者からの相談にきめ細かく対応。

これまでJETROを中心に計1,153件の問い合わせあり。関税措置の詳細に関す
る問い合わせが主だが、将来仮に発注が減少した場合の資金繰り不安や支援措置
についても相談あり。

また、関係業界・企業に積極的に訪問・ヒアリングを実施し、プッシュ型で影響
を調査・把握。 4/7には古賀副大臣が群馬を、4/10には加藤政務官が広島を訪
問し、現地の自動車メーカーやサプライヤーと直接意見交換。

これを皮切りとして、大臣以下政務、事務方幹部一体となって、切れ目なく取組
を進める。
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＜プッシュ型調査での声＞
【今後の見通し・対応】
 現時点ではどのような影響が出てくるかは不透明。今後の動向を注視。（自動車・素形材・電

子部品等）
 米国向けの輸出を、足下ではアジア向けに切替えることも含めて検討中。（化学・業務用機

械）
 リスクに強くなるためにも、中長期的には自動車以外の分野への進出など経営の高度化が重要。

設備投資など前向きな取組を応援してもらいたい。（自動車）
【資金繰り等への不安】
 将来仮に今後発注が減少した場合の資金繰りや雇用維持への不安が非常に大きい。（自動車）



4/10 加藤政務官の広島訪問
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＜加藤政務官の広島訪問 結果概要＞

＜デルタ工業の工場視察＞

現場の声を積極的に拾う「プッシュ型の影響把握」として、4/7の古賀副大臣
が群馬を訪問に続き、4/10には加藤政務官が広島を訪問し、現地の自動車
メーカーやサプライヤーと直接意見交換。

訪問日時 ：4月10日（木）
訪問・意見交換先 ：自動車メーカー 1社（マツダ株式会社）

自動車サプライヤー 計7社
企業からの主な御意見
  ・関税の影響がどうなるか心配。政府として影響をどのように考えるか発信があると対応がとりやすい 。
  ・雇用を守るための取組が必要。資金繰り支援は使いやすいものだとよい。
  ・他業種との連携の支援など、新しい取組を伴走してくれる取組があるとありがたい。
  ・メキシコにも拠点があり、関税影響がある中で海外拠点の維持のためにどうするか、というのも懸念。

＜サプライヤーとの車座＞ ＜マツダとの意見交換＞



米国の日本からの輸入品目(2024年)と追加関税の賦課状況
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• 米国への輸出（約22兆円）の
過半の品目への追加課税が公表。
① 鉄鋼・アルミ製品及びその派生品
② 自動車及び自動車部品 
③ 相互関税

• 幅広い業界や企業へのヒアリングを
実施し、国内産業への影響精査中。

【参考】
◦ 現地生産が困難な製品など、関税の影響
が比較的小さい品目も存在（企業・製品
によって影響に差）。

◦ （日本からの対米輸出だけでなく）アジア
等の海外生産拠点からの対米輸出が関
税の影響を受ける企業も存在。（注）上図では、次の点を考慮していない。

• 鉄鋼・アルミ派生品（例：アルミ製のエアコン部品）への関税（①）
については、関税コード上、他の製品分類に入る製品にも賦課される。

• 自動車部品への関税は、関税コード上、87類外の製品分類に入
る製品も一部含む（例：タイヤ）。

• 相互関税の対象となる区分の中にも、関税コードの細分（HS８桁レ
ベル）で除外される品目が多数存在。

（出所）米国輸入統計（2024）よりHS２桁毎の貿易額をもとに経済産業省作成

対米輸出総額
$1,480億
※対象外品目

$133億
(HS2桁で分類)

自動車/
部品
34%,
$513億

生産用・業務用・
汎用機械

24%, $361億

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
13%

$192億

医薬品
4.9%, $74億

精密機械
4.7%

 $71億

化学製品
6.6%, $100億

航空機部品
 1.2%, $18億

鉄鋼
2.0%, $31億

その他
8.0%
$121億

①鉄鋼・アルミ等
追加25% (3/12～)

医薬品は現時点
で大部分が除外
（$73億）

半導体は現時点で
除外（$17億）

②自動車・自動車部品
追加25% (4/3等～)

③相互関税
追加24% 

※4/10より90日間は措置の
一部停止により、追加10％



（参考）米国の日本からの輸入品目（HSコード4桁ベース：2024年）

HSコード 品目名 輸入額
（億ドル）

割合
（%）

1 8703 乗用車その他自動車 408 27
2 8708 自動車部品 74 5

3 8429 建機（ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカ
ニカルショベル） 53 4

4 3002 医療品（血液等の免疫産品、ワクチン、毒素、細胞培養物等） 53 4
5 8486 半導体製造装置 39 3
6 8443 印刷機並びに部分品及び附属品 32 2
7 8507 蓄電池 30 2
8 8411 ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン 22 1
9 9018 医療用機器 21 1
10 3824 化学工業において生産される化学品及び調製品 20 1
11 3004 医薬品 19 1
12 8807 航空機部品 18 1
13 8409 エンジン部品 16 1
14 4011 ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。) 15 1
15 8504 変圧器、整流器、インダクタ 15 1

自動車・自動
車部品関税
+25% 
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相互関税+10%
（なお、この中
に、自動車部品
や鉄鋼アルミ関
税の対象品目も
含まれる）

※ただし医薬
品・半導体等の
対象外品目あり
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